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共生の理論的概念構成における価値の処遇

一政策分析の方法論的基礎一

共産主義というのは、僕らにとって、創出さ

れるべき一つの状態、それに則って現実が正さ

れるべき一つの理想ではない。僕らが共産主義

と呼ぶのは、<実[践的な] >現在の状態を止

揚する現実的な運動なのだ。く僕らは単に[次

のことを]記述するだけにしなければならない

>この運動の諸条件は<眼前の現実そのもの

に従って判{定]されるべき>今日現存する前

提から生じる。

カーノレ・マノレクス 1)

1 本稿の自的と問題の所在

本稿の目的は、共生の概念規定における目的

的価値の位置付け方の理論的な検討を通じて、

共生概念、の新たな規定の仕方を提示することで

ある。具体的には、既存の社会学ならびに哲学

における共生概念の原理を支持しながらも、そ

れらにおける理論的概念構成の内在的限界を明

らかにし、共生の概念的・理論的強度の増幅を

目指す。

このような理論的な目的設定の背後には、経

験的な事象が踏まえられている O というのも、

共生概念が国際教育開発、すなわち主権国家の

公教育設計に対する国際機関や非政府組織、そ

して他国政府によるグローパノレな関与において

用いられているからである 2)。

たとえば、国際連合教育科学文化機関 (United 

持ationsEducational， Scientific and Cul tural 

*筑波大学大学院博士課程人間総合科学研究科

橋本憲幸牢

Organization: 以下、 UNESCO) が理念的に主導

する「持続可能な開発のための教育 (Education

for Sustainable Development:以下、 ESD)J が

そうである 3)0 ESDには、その基本的な方針の

ひとつとして、「共生することを学ぶ(learning

to 1 i ve together) Jが立てられている (U悶 SCO

2010)。この方針は UNESCOの教育政策の理念と

して 1996年に提示されていたものでもある

(UNESCO 1996)。その f共生することを学ぶJ

が指針として埋め込まれた ESDは、 f市民Jや非

政府組織などの非国家主体によっても実動的に

推進されており、それゆえに fポスト新自由主

義j の公教育設計のための施策としても期待さ

れている(北村 2009;永回 2009)0 

しかし、 ESDにおけるそれのように、政策概

念としての共生は明確に定義付けられていると

は言えない。つまり、その概念としての意味内

容が審らかにされているとは言えない。それゆ

えに共生は、誰もが、いかようにも、規定でき

る、調達と使用の容易な概念となっている。共

生概念は目下、そのような状況のもとで政策言

説に取り込まれている O そして実際に、 ESDの

行為主体が多元化しているように、共生の語り

手も多元化している。

本稿では、しかしこのような共生の経験的な

多義的状況を記述し、その事情を解明・説明す

ることはしない。もちろん、事実状況に配慮し

ながら立論することにはなる。が、そこに主根

は置かない。本稿が主として行なうのは、事実

を客体化・分析対象化するための共生概念の意

味内容の理論的な検討と明確化である。言うま

円
弓

υ

円，
L
M



でもなく、概念、の意味内容の吟味は事実の解

明・説明のためにも必要である O というのも、

この取り組みが実際の経験的分析の道具立てと

しての概念、を用意することになるからである。

そのため、本稿の理論的な取り組みは事実の、

とりわけ政策の経験的分析のための基礎作業と

しても位置付けられる G

だが、本稿の取り組みが理論的であるからと

いって、それが経験的事実の磁場から切り離さ

れたところでなされるということではない。本

稿は経験的な影響下に置かれるし、本稿もまた

経験的な事実を作成することになる。その不可

避を意識しながら、本稿では以下、はじめに社

会学ならびに哲学において先行して構成されて

きた共生概念の原理と到達点を確認し、次にそ

れに対する論理的、状況的というふたつの視角

からの内在的な批判を試みる。そして最後に、

ふたりの哲学者の概念規定の方法に学びながら、

既存の共生概念、とその原理を共有しつつも、す

でにあるものとは別様の共生の理論的概念構成

のありかたを示す。

2 既存の共生概念の原理と到達点

人文・社会科学館域において共生誠念を主と

して彫琢してきたのは、社会学と哲学である。

本節では両領域において、共生の問題系のなか

でも主に概念規定についてなされた先行研究を

振り返りながら、それらに据えられた共生の原

理と概念規定の封達点を確認する。

2.1 社会学における共生

社会学において唯一共有された共生の定義が

あるわけではない。が、共通して踏まえられて

いることはある。それは、政治社会学者の栗原

彬が差別者と被差別者のあいだの「権力的・傾

斜的な関係が解除されない限り、共生の地平は

見えて来ないJ(栗原 1997: 14) と述べるよう

に、共生が反差別論の系譜において立ちょがっ

てきたということである。

しかし、栗原自身が留保を付すように「差別

の反対項が共生というわけではないjし、「差別

のない状態を指して直ちに共生とも言えないJ

(栗原 1997:14)0 自律性を伴う相互性、すな

わち異なる存在の関の、栂互開示的、相互活性

化的な異交通が生まれるとき、私たちは辛うじ

てく共生> (living together， conviviality) 

ということばを呼び出すことができる J(栗原

1997: 14) のである。

栗原によれば、それゆえに共生は政治的な営

みにもなる。共生は「主に共同体が解体した都

市型社会における生の政治、人間の政治の関係、

の組み替えの戦略である。それはユートピアと

して構想することはできない。それはあらゆる

強制約な規範に批判的な、受苦者の視座に立つ

ヘテロトピア、ブリコラージュによるリテクス

チュアリング(織り直し)であるしかないJ(栗

涼 1997:25)。だからこそ、 r<共生>は、コミ

ュニケーションへの疑い、むしろコミュニケー

ションの不可能性から出発する交りの企てJ(栗

原 1997:25) とされ、出会うことが不可避の他

者との等価的な交通が宮指されるのである。

ただ、それはすぐには実現しない。というの

も、反差別がすぐに共生を意味するわけではな

いとの栗原の指摘に示唆されるように、「ある

人々にとっての共生が、他の人々にとっては逆

差別や逆排徐となることがあるJ(栗原 2006・

184)からであるべそれゆえに、ある者による、

ある時点・地点での、“共生は達成された"との

言明は、即座に承認されてはならないし、むし

ろ棄却される必要がある。そもそも栗原におい

て共生が「ユートピアj ではなく「リテクスチ

ュアリングム「交りの企てj という不断の試行

とされることに鑑みれば、共生が達成されるこ

と自体が想定されていないと言ってもよいであ

ろう O

この点を明示的に指摘するのが、まさに栗原

が共生ということばを呼び出す場である都市社

会を研究対象とする社会学者の野口道彦である。

野口は、共生の概念規定について次のように述

べている。 rw共生』は、それに向かつて絶えず

求めていくべきプロセスであって、『われわれは

共生している。何も問題はないJといったとた

んに、欺購的な言説にな〔る一一引用者JJ (野

口 2003:29)。
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この終駕なきプロセスとしての共生概念は、

野口も加わってなされた「共生社会とは何か、

共生社会研究とは何をすることなのかj を主題

とした議論においても確認されている。そこで

は、共生は「平等を実現しようとするアクショ

ンム f方向性をもった進行中の行為j、あるいは

f不平等をなくしていこうとする〔略一一引用

者〕アクションJ、つまり「共生は価値忘向的な

行為j であるとされ、それゆえに共生が達成さ

れたかどうかを計撫することはできないとされ

る(野口・島・鍋島・矢野・弘田・古久保 2003:

65-73)。ここでは、共生が終わりなきプロセス

であるとともに、価値志向的な行為でもあるこ

とが確認される。つまり、“価髄志向的な行為の

プロセス"が共生ということになる。

教育社会学者の関本智周も、 ドイツの社会学

者ウルリヒ・ベックの再帰的近代化論・リスク

社会論を下敷きにしながら野口(ら)の共生社

会論を受容し、共生とは目的や目標、理想など

ではなく、プロセスであることを再確認してい

る(関本 2009:12-18)。岡本はそのうえで次の

ように述べる。 f完成状態としての共生概念はあ

り得ず、それは常に継続中の行為としてしか現

われ出ない。したがってまた、ある局面である

種の共生が成立し得たとしても、それは別なる

価値観からの異議申し立てに対して開かれたも

のにならざるを得ないため、追求のアクション

はさらに継続されるJ(岡本 2009: 17)。

これら共生の社会学に重合的に見出されるの

は、次の 3段階の論理構造である。すなわち、

第 1にコミュニケーションと目的共有の一一可

能を前提とした共開体的他者ではなく一一不可

能を前提とした社会的他者の現前の不可避とい

う事実認識に立ち、ゆえに第 2に、人びとの社

会的関係の一一固定化ではなく一一不断の再編

成の必要という実践判断が生まれ、したがって

第3に、共生は一一ユートピアではなく、しか

し一一何らかの価値を志向し続ける終わりなき

行為のプロセスであるという概念規定がなされ

る、ということである。本稿の問題意識がとく

に自を向けさせるのは、この最後の点、すなわ

ち社会学において共生は一一目的的位置に、で

はなく一一一価値志向的な行為のプロセスという

方法的位置に置かれているという点である。

2.2 哲学における共生

哲学においても、学問的に共有された共生概

念、の定義があるわけではない。が、やはり社会

学同様に共約可能性はある 5)。

共生概念を最初期に提示し、その意味付与を

行なった法哲学者の井上達夫は、ある政体にお

いて人びとに特定の善を強要せず、人びとの一

一他者の告白を侵害しなし、かぎりでの一一善の

多様性を承認する枠組みとしての正義を擁護す

るリベラリズムの立場に立ったうえで、共生を

「会話としての正義jと定式化する(井上 1986)。

井上は、共生を生態学で言うところの「共棲

(symbiosis)Jではなく、「共生(conviviality)J

と名付ける。これは、井上において人関は目的

を共有しなければ結合できないという想定が否

定され、共生に「多様な生が物語られる宴J(井

上 1986:246) というイメージが付与されてい

るからである O そして、このような共生を成り

立たせるのが f会話j である。

井上によれば、「会話とは異質な諸個人が異質

性を保持しながら結合する基本的な形式であ

るJ(井上 1986:254) 0 井上の語法に従えば、

「会話Jは「コミュニケーションjとは異なる o

コミュニケーションは成就するが、会話は成就

しない一一両者の差異はそこに置かれる。コミ

ュニケーションには何らかの共有された目的が

措定され、その達成が共同で目指され、達成/

未達成の評価が可能となる。が、会話にはその

ような目的は設定されえない。「強いて会話の目

的なるものを挙げるとすれば、会話自体を続け

ることであるJ(井上 1986:251)。標語的に「話

し続けよう J(井上 1986:261)とも表現される

会話としての正義という持続的な行為こそが共

生とされているのである。

井上は他の法哲学者とともに、この意味にお

ける共生概念を f異質なものに隣かれた社会的

結合様式J(井上・名和田・桂木 1992:25) と

端的に規定してもいる。より説明的にはJ共生j

とは「生の形式を異にする人々が、自由な活動

に
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と参加の機会を相互に承認し、相互の関係を積 相容れないものとして捉えられているのである

極的に築き上げてゆけるような社会的結合J(井 (井上・名和田・桂木 1992)。

上・名和田・桂木 1992: 25) のことである。

この「社会的結合Jは共同体的結合とは区別

される。「現代的な意味での共生は、自他が融合

する『共同体』への回婦瀕望ではなく、他者た

る存在との対立緊張を引き受けつつ、そこから

豊かな関係性を創出しようとする営為であるJ

(井上 1998:343)。それゆえに「共生は異なる

ものの共生であり、差異への権利と対等者とし

ての承認要求を統合する企てであって、被差別

者の『開化』とは根本的に異なるJ(井上 1998・

334)。

社会学においても確認され、井上においても

示唆されているように、哲学における共生も反

差別の文脈で立ち上げられてきた側面がある。

社会哲学者の花崎皐平は、反差別論的共生論を

展開するなかで、 r(わたしと他者のあいだの一

一引用者〕加害可能性と受苦可能性が固定的に

ならない関係の形成、それが『共に生きるJこ

との必要条件である J(花崎 2001:388) と述べ

るo この前提には、人間は傷つきやすさ

(yulnerabili ty)の点で対等であるが、しかし

歴史的に規定され、加害の側にも受苦の側にも

立ちうる存在でもあるがゆえに、そのことを意

識化する必要があるという、花崎の「ピープノレ

ネスj の思想、がある。それゆえに花崎は人びと

のあいだの社会的関係の国定化を拒む。花崎は

共生概念の全域的な規定は行なっていないが、

「共に生きるJことの必要条件とされた「加害

可能性と受苦可能性が国定的にならない関係の

形成Jを少なくともその部分的な定義として充

てることはできるであろう。花崎においても、

「形成Jという行為でもって共生は捉えられて

いることになる O

以上のように、哲学の分野における共生概念

は行為という動的なものとして彫琢されてきて

いる。共生概念は、常に他者からの異議申し立

てに関かれ、人びとの関係性や言説の組み替え

が追られ、それゆえに「不協和音やきしみj が

絶えず、「調和jや f協調J、f安定した内部的均

衡J、f安定した閉鎖系j といったイメージとは

2. 3 共生概念の原理と到達点

これまで確認してきたように、論者によって

共生の概念規定は異なっている。ただ、共通し

て基底的に埋め込まれているのは、 共生には

九、ま・ここを無条件に肯定しなし、"という異

議串し立ての態度である。これを共生の原理と

して取り出すことができるであろう。そして、

共生が目的的には扱われず、価値志向的な行為

の不断のプ口セスという方法的なものとして把

握されていることも共通して看取される。これ

を既存の共生の理論的概念構成の到達点として

見なすことができるであろう。

ゆえに、共生自体は企ての最終目的にはなら

ない。したがって、共生の先に何らかの目的が

置かれることになる。逆に言えば、共生は何ら

かの目的を達成するための方法として位量付け

られている。では、共生の先にある呂的とは何

なのか。これを問うことは、共生を“価値志向

的な行為のプロセス"として概念規定すること

により発生しうる問題について検討することに

もつながる。この問題は、共生概念の原理を規

準としたときに認められる内在的なものである。

3 批判一一論理的、状況的

共生とは、大文字の目的を設定してそれに向

かつて事態の変革を目指すものなのか、それと

も、大文字の目的を設定せずに少しずつ・ばら

ばらに (piecemeal)小文字の目的を設定しなが

ら事態の改革を試みるものなのか一一これは共

生社会をめぐる議論においても可能的論点のひ

とつとして提出されてはいる(野口・島・鍋島・

矢野・弘田・古久保 2003)。だが、この論点は

十分な検討に付されておらず、結論が示されて

いるわけでもない。しかし、だ、からといって放

置されてよいことにはならない。“価値志向的な

行為のプロセス"として共生が規定される以上、

論理上の要請としてプロセスの先にある共生の

目的の位置付けは関われなければならない。ま

た、共生が「価値志向的な行為Jである以上、
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それは価値中立的ではなく、支持/不支持の発

生が避けられない。それゆえに異議申し立ての

態度を有する共生の原理的な要請としても、そ

の目的的価値を不問に付すことは許されない。

そして、この目的的価値に関する検討がなけれ

ば、以下に論じるような事態が発生しかねない。

3. 1 論理的批判一一ー共生はプロセスか 6)

これまで確認してきたように、共生概念を“錨

値忘向的な行為のプロセス"として理論的に構

成することは、共生を自的や自標とし 1う、達成

可能な理想状態としては措定しないことを意味

する。目的や巨標としての共生はここで破棄さ

れる。しかしながら同時に、反差別の契機を内

に含み、実捺に反差別論的共生論も展開されて

いるように、共生が「偶値志向的な行為Jであ

ることは疑いえない。つまり、何らかの価値を

一一それが実際に達成されるかどうかは別にし

て一一目指すことは共生概念の前提となってい

ると言える。ゆえに共生の理論的概念講成とい

う取り組みは、実は方法の域に留まらず、価値

に支えられた目的をも射程に入れることになら

ざるをえない。では、共生において目指される

べき価値、すなわち目的的価値とは何なのか。

共生のとりわけ社会学では、しかし共生は何

に向けられた行為なのかという点が詰められて

いなし、。たしかに、先に見たように「平等j が

話的的価値として掲げられることもある。しか

し、なぜ平等が共生の目的的価値として設定さ

れるのか、その説明が十分ではない。さらに言

えば、目的的価値の説明自体が共生の理論的概

念構成の周辺ないし外部でなされている。つま

り、共生から外れたところで生成・準備された

価値が、その価値の正当化を抜きにして共生概

念、に目的的に接続されている。

もちろん、井上が会話の目的を会話自体の続

行に設定したように、共生は共生のために行な

われるとすることは可能である。つまり、共生

自体が目的になるとも考えられる。というのも、

共生は異議申し立てを行なう行為のプロセスで

あるが、そのプロセスを可能化する方法が必要

となるからである。ある目的に対する方法がー

次元下では目的となって別の方法によってその

実現が呂指されることはある。目的と方法の連

関はかようなものであるo しかし、行為のプロ

セスとしての共生が目的の位置に永続的に留ま

ることはない。それは共生の原理が現状Aに対

する“Aであるべきではない/非Aであるべき

だ"という異議の申し立てにあり、そこから何

らかの価値判断を経て“Bであるべきだ"や“C

であるべきだ"という Aとは別の目的的価値を

志向する行為とされることから明らかである。

共生自体を目的的位置に置いたままにすること

はできない。

ゆえに、共生において何が目指されるのかと

再び関わなければならない。もちろん目指され

るべき臣的的価値自体を共生というプロセスの

なかで設定していくということは可能である。

到達すべき最終目的という意味での大文字の目

的をア・プリオリに措かず、共生という行為の

プロセスのなかで討議/熟識を尽くしてその都

度の小文字の目的をア・ポステリオリに設定す

ることはできる。そして、そのプロセスにおい

て一度設定した目的を修正あるいは撤回し、再

設定し、その実現を目指すといった行為は可能

である。

しかし、それでもなお、その小文字の目的を

設定し、それを間いなおすことをも可能にする

共生という行為のプロセスそれ自体はそもそも

何のために設けられるのかという間いは残る。

論理的に言って目的不在のプロセスが存置され

ることがありえず、しかしそれでも共生を巨的

不在のプロセスとしてのみ理論的に概念構成す

ることは、共生概念の原理から逸脱する次のふ

たつの事態のいずれかを/いずれをも想定させ

ることになる。第 1に、行為のプロセスとして

の共生概念には、プロセスをプロセスたらしめ

る大文字の目的が表明されていないだけで実際

は暗黙裡に埋め込まれている。第 2に、共生概

念を行為のプロセスと規定し、論理形式上そこ

から目的を放榔したとしても、それがプロセス

である以上、逆にその外部で培養された大文字

の目的を呼び込みゃすくし、その目的と行為の

プロセスという方法としての共生概念、が意図的

ヴ

t
円
〆
“



に/無意図的に接続される余地を常に残してい

る一一これらふたつである。

第 1の点は、共生の哲学においては少なくと

も自覚的に回避されようとしているように見え

る。なぜならば、予め目指すべき価{震が提示さ

れるからである。つまり、何のための共生かと

いう間いに対する答えが予め提示されているか

らである。たとえば井上の場合は、会話として

の正義を基調とするリベラリズムを基底に据え

た政体の構想があったうえで共生概念が提示さ

れている。もちろんここでの共生も、既存の概

念構成向様に、終わりなき行為のプロセスとし

て担握されている。しかし、その行為のプロセ

スが要請されているのは、特定の政体構想、があ

ってのことである。そして、それが明示されて

いるがゆえに異議申し立てにも開かれているo

それゆえに逆説的な言い方になるが、暗黙裡

になされうる恋意的な自的設定を排すためには、

また、暗黙のうちに設定された目的を摘出する

ためには、共生の理論的概念構成において、目

的を排した単なる行為のプロセスという方法的

な概念ではなく、そこに目的をも含み込むとい

う意味で論理的に妥当なプロセス概念として再

構成したうえで、その目的において志向される

価値を予め明示することが求められることにな

るのではないか。

ただ、共生というプロセスをプロセスたらし

める関的的価鍍の初期設定一一最初の設定一ー

は、共生というプロセスに依拠しては行なわれ

えない。なぜならば、目的的価値の初期設定は、

時間軸上、と同時に論理j二、プロセス設定の前

段で行なわれなくてはならなし 1からである。そ

れゆえ、初期設定段階の目的的価値は一方的に

暴力的であるほかない。だからこそ、それは聴

されてはならず、予め明示される必要があるの

である o もちろん起動した共生というプロセス

のなかでは、その目的的価値の修正・再設定と

いった行為が可能となり、そうした行為を可能

ならしめる条件整備が要請されることになる。

この目的的価値の明示によって、第 1の事態

は少なくとも緩和されたことにはなるであろう。

そして第 2の事態を抑制しうるものにもなる。

が、それでも共生概念の原理に反して作動する

可能性は残されている。この第 2の事態の吟味

は、とりわけ共生概念を使用する政策の分析を

見越すがゆえに行なわれることになる。

3. 2 状況的批判一一プロセスの文脈

哲学者の東浩紀は、今臼の社会の分析のため

には、「規律訓練型権力jから「環境管理型権力j

へと、権力概念を刷新する必要があると論じて

いる(東 2002;東・大津 2003)。

前者の規律訓練型権力は、フランスの哲学者

ミシェル・フーコーの権力概念を指したもので

ある。フーコーは監獄や病院、工場、家族、そ

して学校などの規律訓練 (discipline) の場を

通じた国家の権力作用が、国畏一人ひとりの内

面に入り込み、価値観を変容させ、国家の目的

に強制を感じずに自発的・能動的に従う行動様

式を作り上げたことを明らかにした (Foucault

1975二1977)。

しかし、フーコーと河じフランスの哲学者で

あるジノレ・ドゥルーズによれば、そのような規

律訓練型権力の機能した規律社会は 20世紀初

頭に頭点に達し、それ以後は衰退している。代

わって登場した権力の形態が「管理 (control)J 

であり、それが蔓延した社会が f管理社会」で

ある (Delueze1990ご 1992;岡本 2005)。

管理社会とは、開放系の情報コミュニケーシ

ョン社会であり、かつ、管理が恒常的にその全

域に行き届いている社会である。 ドクルーズが

学校教育と生涯教育・学習の、さらには学校と

企業の区別が不明瞭になっていることを挙げな

がら説明するように、フーコーの指摘した学校

などの監獄の空間はもはや関じられていない。

しかし、'情報とコミュケーションが網羅された

社会において管理が疎かになることはない。

このような管理社会では、権力はもはや倍人

の内面の調達を必要としない。その代わり、個

人の置かれた環境/文脈自体を操作することで

個人に権力を及ぼす。このさい、個人は権力の

作用を実感しにくい。なぜならば、それは“す

でにそこにあるもの"だ、からである。それは意

識化されにくい自然のものとして個人に作用す
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る。ここでの個人のなしうる意思決定は、その

個人の置かれた、つまり権力が作用する文脈に

よって予め枠付けられる(大屋 2007)。これが

東の言う「環境管理型権力Jであり7)、“し 1ま・

ここを肯定する"権力である。

ドクルーズの思想、を受け、それを世界規模に

拡張させて権力論を展開したのがアメリカの比

較文学者マイケノレ・ハートとイタリアの哲学者

アントニオ・ネグりのく帝菌>論である (Hardt

and Negri 2000二2003)。そこでは、く帝国〉が

世界の出来事を、というよりも出来事が生起す

る文脈自体を組み替える権力として描かれてい

る。また、歴史社会学者の山下範久は、このハ

ートとネグリのく帝国〉論からは距離を取りな

がらも、帝国の有する権力は言説の基盤を文脈

ごと更新するように作用するものであることを

指摘している(山下編 2006)。

以上のような権力論は認識論である。権力を

通した世界の晃方・考え方のひとつが開示され

ているということである。したがって、それを

示された側には当該認識枠組みを採用する/し

ないの選択の余地が残される。それゆえ、提示

された認識枠組みを採用しないという選択も可

能である。“わたしは世界をそのようには見な

い"一ーそのようにして、東が環境管理型権力

として概念化したドワルーズ以来の権力論を遣

り過ごすこともできなくはない。

しかし、環境管理型権力を政策その他で行使

すべきであるという当為論を掲げる思想的立場

が出現しているとすればどうか。立ち止まって

検討する必要があるのではないか。

この思想的立場は、一般に「リパタリアン・

パターナリズム (libertarianpaternalism)J 

と呼ばれる、主に行動経済学の一派である。リ

パタリアン・パターナリズムは、個人を、とく

にその選択の自由を最大限尊重すべきであると

する意味でリパタリアニズム(自由至上主義)

である。と同時に、政府の政策などは個人の行

動に影響を及ぼさずにはいられないと前提され

たうえで、個人の福利 (we1 fare)を最大化する

ように予め政策を設計して対処すべきであると

する意味で、パターナリズム(温情主義)である
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(Sunstein and Thaler 2003)。つまり、リパタ

リアン・バターナリズムは、政策が個人に対し

バターナジスティックな影響を及ぼさずにはい

られないのであれば、それを通じて錨人が最善

と想定される意思決定や選択を行ないうる文脈

を一一一個人のために一一予め整備すべきである

という思想内容を持つ。

リパタリアン・パターナリズムの権力作用は

「文脈上の作用 (contextual influences) J 

(Sunstein and Thaler 2003: 1161) として機

能する。それゆえにリパタリアン・パターナリ

ズムの支持する政策が実施された状況では、個

人が自発的に意思決定したとしても、それは予

め政策によってそのように意思決定されるべき

ものとして設計されていたということになる。

しかし、個人はそれに気付きにくい。というの

も、他人にとって文脈は意思決定の自然で不可

避な前提だからである。

かようなりパタリアン・バターナリズムは、

繰り返すが、認識論ではなく当為論である。そ

れゆえ、実際の政策を思想的に支える可能性が

ある。共生概念を使用した政策が環境管理型権

力を持たないともかぎらない。したがって、環

境管理型権力を無視するわけにはし、かない。ゆ

えに“価値志向的な行為のプロセス"としての

共生という概念とリパタリアン・パターナリズ

ムの環境管理型権力を理論的に接続させるとい

う思考を進めておくことは必要であると考えら

れる。

環境管理型権力は、共生という現実の行為の

プロセスが依存せざるをえない文脈に働きかけ

る。それは行為のプロセスには直接作用せず、

文脈を通じて間接作用する。だが、その権力作

用は行為のプロセスを邪険には扱わない。むし

ろ、それが首尾よく進行するように働きかける。

そして、行為のプロセスを進行させる人びとに

も権力作用は意識されにくい。なぜならば、環

境管理型権力の働きかける先は人びとの行為の

前提である文脈だからである。したがって、共

生という行為のプロセスは持続することになる。

このプロセスは一体どこに向かうのか。共生

という行為のプロセスは、目的を排したがゆえ



に進行方向は予め決せられていない。それゆえ、

環境管理型権力の意顕する最適な方向へと舵を

切られる可能性がある。このとき、人びとはま

るで船上にいるかのようであるo 人びとが乗り

込み、行為のプロセスが実行されるその船には、

しかし機関士がいない。共生という行為のプロ

セスにとって重要なのは、進行方向ではなく“し、

ま・ここ"だからである。“し 1ま・ここ"への異

議申し立ての積み重ねによって未来が作られる。

仮に予め行き先が決定されていたとしても、そ

れは共生の名においては明かされない。共生と

はかくのごとき船である。環境管理型権力はこ

の船の本体にもそれに乗り込んだ人びとにも直

接関与せず、“し 1ま・ここ"を肯定する。だから

人びとも気付きにくい。それが関与するのは文

字通りの潮流である。環境管理型権力は潮流を

操作し、機関士のいない船を最適な方向へと水

路付ける。共生を行為のプロセスとしてのみ概

念規定することは、それを文脈ごと操作・更新

しようとするりパタリアン・パターナリズムの

環境管理型権力に対して無防備なのである。

4 対抗/提示一一共生概念の別様

行為のプロセスとして構成された共生概念に

おいては、その原理的・論理的な要請として目

的的価髄が置かれる、あるいは壁かれるものと

想定せざるをえない。このとき、共生によって

何を達成しようとするのか、何が達成されよう

としているのかが明示されないままにプロセス

を続行することは共生の原理に照らして危険で

ある。これまで見てきたのはその危険性である。

したがって、共生の概念構成においては、目的

的価値を含めて提示する必要がある。それによ

って進行方向は定められ、暗黙裡の方向付けを

悶難にする。しかし、目的的価値が示されたと

しても、その文脈に及ぶ権力作用により、目的

的価値の意味内容が改変される可能性がある。

記号としては同一の概念でも、その意味内容が

間接的に操作されうる。したがって、進行方向

の明示化は環境管理型権力に対する万全の対策

にはならない。

だとするならば一一一つまり、共生概念を構成

する論理に内在して理論展開したときの帰結が

かように問題含みならば、共生を概念ごと廃棄

するか否定するかしたほうがよしゅミもしれない。

しかし、既存の共生とその原理を共有する本稿

はその方策を採らない。代わりに、共生の原理

へと立ち戻り、同時に共生の理論的概念構成が

前提としてきたことに告を向ける。共生概念を

残す理由もそのなかで示されることになる。

4. 1 デリダのデモクラシー

テクスト分析で知られるアルジエリア生まれ

のフランスの哲学者ジャック・デリダは、主に

その後年、デモクラシーにかかわる政治哲学上

の著作を残している (Derrida1991=1993， 1992， 

1994=2003)。

デリダは、いま・ここにひとつの世界が現象

しているということは、同時にこの世界とは別

様の世界が、すなわち、いま・ここにはない世

界が現象しえたかもしれないことを告げている

と考える。そして、いま・ここにはない一一ーし

かし、いま・ここに現出しえたかもしれない一

一世界を擁護しようとする思考の営為を「脱構

築(deconstruction)Jと名付けた(高橋 1998)。

“し 1ま・ここには現象していない世界"、“し1

ま・ここに現出しえたかもしれない世界"とい

う可能的な存在は、それが可能的であるがゆえ

に決して否定できない。それゆえに、“世界は別

様にもありえたのではないか"のように間いを

立てる権利や問いを提起する自由は擁護される

(斎藤 2006)。脱構築は権利であり、自由であ

る。それはいま・ここに現象している世界に対

する異議申し立ての権利・自由と言い換えるこ

ともできる。なぜならば、“し 1ま・ここには現象

していない世界"への想像は、“し可ま・ここに現

象している世界"への異議によって触発される

からである O

しかし、その異議申し立ての権利・自由は、

いま・ここにある世界という現実によって封じ

込められやすい。なぜならば、いま・ここに現

象している世界に安住する者という意味で、のマ

ジョリティが存在するからである。したがって、

現下の世界において“世界は別様にもありえた
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のではないか"という問いを提起する権利・自

由を行使するという抗い、その行為こそが、デ

リダにとってのデモクラシーの基盤をなす

COerrida and Caputo 1997=2004)。

それゆえにデモクラシーは一見開じられたか

に見えるいま・ここの時空間を破り開いた先に

ある。しかし、その先においても別様の世界を

希求する異議申し立てが止むことは決してない。

なぜならば、ある者がある時点・地点でいま・

ここの現象世界を破り開き、別様の世界を現実

化せしめるとき、そこにはすでにその別様の世

界をいま・ここの世界と見なし、そうではない

世界を希求する者が出現するからである。デモ

クラシーへの希求は決して止まないし、デモク

ラシーは決して完成されない。

したがって、ある世界の現実が常に・すでに

ある以上、それとは別様の世界への希求に支え

られたデモクラシーは、常に“来たるべき"も

のであり続けることになる (Mouffe ed. 

1996二2002)0 このような概念規定の仕方はデリ

ダのデモクラシー以外にも認められる。

4. 2 アーレントの公共空間

ドイツに生まれ、アメリカに亡命したユダヤ

人ハンナ・アーレントにとって、「自由

(freedom) Jの条件は「公共空間(public 

space) Jに見出されるものである(Arendt 

1958ニ1994)。アーレントは、自由が出現するた

めの公共空需について、「われわれは一緒に食事

をとる度に、自由は食卓に招かれている。椅子

は空いたままだが席は設けてある J(Arendt 

1968: 4 = 1994: 3) という文章に重ねて説明す

る。公共空間は、いつ誰が来てもよいように、

つまり、未だ来ぬ他者の自由のために、常に開

かれているのである(粛藤 2000)。

そのため、アーレントの公共空間は決して関

じられることはない。他者が現出する余地のな

い空間はもはや公共空間ではない。たとえ予約

のない突然の来訪者であっても、席は常に他者

のために常に空席のままで用意されていなけれ

ばならないのである。そして、そうであるため

の点検も怠つてはいけない。

このことが意味するのは、公共空間が静的な

ものではなく動的なものであるということであ

り、それゆえに空需として決して閉じきられる

ことのないままに、他者のために、他者に向か

つて、その関口部を提示し続けることになると

いうことである O つまり、公共空間は空間とし

て完成されることはない。ここでは、“もはや誰

も入れなしい'という決断も“もはや誰も来ない"

という断定も下すことが許されない。なぜなら

ば、“誰かが来るかもしれなし、"という可能性は

決して否定されないからである。たとえ誰も来

そうにないときであっても、常に空いたままの

席が用意されていなければならない。それゆえ

に“それ"が公共空間であったかどうかの判断

は現在においては下すことができない。その判

断は常に未来へと先送りされることになる。

4. 3 共生の不可能性は可能性である

以上より、デリダのデモクラシーも、アーレ

ントの公共空間も、どちらも常に“来たるべき"

ものとして規定されていることがわかる o いず

れの概念も、いま・ここが他でありうるために、

他者のために、穴の空いた、しかし縫合しきら

ないものとして留め置かれているのである O

このような不完全な概念規定の仕方は、すで

に見た共生概念の原理とも親和的である O とい

うのも、デリダのデモクラシーもアーレントの

公共空間も、共生同様に、ある者がある時点・

地点で“達成された"と現在完了形で判断する

ことを原理的に許していなし、からである。それ

はまた、共生同様に、デモクラシーや公共空間

が達成された状態は知られえないことをも意味

する。だ、から経験的な現象に対して共生概念を

鮎り付けることはできない。ゆえにデモクラシ

ーや公共空間同様に、共生も実体概念とは言え

ない。にもかかわらず共生概念は理論的に構成

されてきたのであり、だからこそ共生概念は概

念として残す必要がある。どういうことか。

常に未来へと先送りされ、常に“来たるべき"

ものであり続ける共生は、しかし常に未来から

現在に向かつて川、ま・ここ"を揺さぶり、“い

ま・ここ"への異議申し立てを歓迎する。この
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状況は永続する。というのも、川、ま・ここに現

出しているものですべてであるぺ“異議申し立

てはもうなしゾ'とは誰にも判定できなしゅミらで

ある G したがって、目下、共生の完成形態を知

る者は誰もいないし、これからも出現しない。

だから、共生は他者なのである九他者を知る

ことはできない。しかし、知られえなし¥からこ

そ、他者たる共生は“し 1ま・ここ刀に亀裂を生

じさせ、他への想像力を賦活させるのである。

規定しきれないものとしてのデモクラシーと公

共空間が概念として残されるのも、共生を手放

すわけにはいかないのも、そのためである。

ただ、この規定しきれないものとしての共生

の概念構成は先行する概念規定とは様相を異に

する。これは、共生の概念規定における前提に

かかわるものである。その前提とはすなわち、

共生は概念規定できるというものである。これ

まで確認し、また、批判してきたように、共生

を行為のプロセスとしてのみ規定することは、

共生の原理に外れる“し、ま・ここを肯定する"

事態を招きかねない。

あえて概念の意味内容を不明なままに残すこ

とで現状を動揺させる。これはしかし、意味内

容が不明であるがゆえに誰しもが概念規定でき

る事態を招来することになる。が、それはよい。

というのも、それは概念規定できないものを規

定していることになり、そのいずれもが過謬で

ありうるからである。

これは先に見た共生の目的方法連関を完全に

捨て去ることを意味しない。共生の概念規定の

不可能性を主張することは、共生を方法的位置

から外し、目的的価値も放棄し、それゆえに環

境管理型権力への対抗を諦念するかに見えるか

もしれない。だが、そうではない。当為論とし

ての環境管理型権力がリパタリアン・パターナ

リズムによって提出されている以上、共生の原

理を保持するためには目的的価値を取り下げて

はならない。それは目的的価値の内実を関定す

ることではない。目的的価値という位置{屈を保

全しなければならないということである。自的

的価値を見据えながら、共生という他者の未来

からの現前によって“し 1ま・ここ"を点検し、

]]IJ様を開く一一ー共生の概念規定の不可能性が意

味するのは、この可能性である。

5 本稿のまとめと今後の課題

本稿は、はじめに既存の社会学と哲学におけ

る共生概念の理論的概念構成の仕方を振り返り、

そこに“いま・ここを無条件に肯定しなし¥"と

いう共生概念の原理を見出し、また、共生を“価

値志向的な行為のプロセス"とする概念構成の

到達点を確認した。しかし、“価値志向的な行為

のプロセス"という、概念規定の磁場から目的

的価値を放榔する既存の概念規定の仕方では、

論理的・状況的に見て共生の原理を侵蝕するこ

とになりかねないことを指摘した。そのうえで、

共生の原理を維持するのであれば、共生におけ

る目的的価値を位置価として措定し、方法的位

置にある共生を概念規定不可能な他者として再

構成するという方絡を採用したほうがよいとの

提案を行なった。

今後の課題は、共生は概念を規定しきること

ができないものであることを踏まえたうえで、

本稿で理論的に再構成してきた共生概念を用い

た政策分析を行なうことである。そのさい、本

稿の共生概念が要請することは次の 3点である。

第 1に、政策概念としての共生が達成と評価

の可能な目的として措定されている場合、それ

は本稿で確認してきた共生の原理とは相容れな

い。そのため、共生概念の用いられた意匿を明

らかにすることが必要となる。第 2に、政策に

おいて共生が行為のプロセスとして概念規定さ

れており、かつ、その先に達成すべき目的が明

示的に設定されている場合、その目的が当該政

策枠組みの依拠している文脈あるいは思想的潮

流においてどのような意味内容を付与されてい

るのかを見極める必要がある。記号的に間ーの

概念であっても、その意味内容はそれが掲げら

れる文脈によって異なるからである。最後に第

3に、政策において共生が行為のプロセスとし

て概念規定されており、かつ、目的が明示的に

は設定されていない場合、政策枠組み内部で暗

黙裡に目的が設定されているか、枠組み外部に

自的が準備され、それが秘密裡に接続される可

つム
円
、

υ



一一一一一一一， 1968， Betwθθn Past and Future. 

Eight Exercises in Po1itica1 Thought， New 

York: Penguin Books. (= 1994，号11型経温・

欝藤純一訳『過去と未来の問』みすず書房.) 

東浩紀， 2002， r情報自由論一一データの権力、

暗号の倫理(3)規律訓練から環境管理へJW中

央公論~ 117 (9): 254-63. 

一一一一一・大津真幸， 2003， W自由を考える一一

9・11以降の現代思想、』日本放送出版協会

Deleuze， Gilles， 1990， Pourparlers・

1972-199~ Paris: Les Editions de Minut. 

(=1992，宮林寛訳『記号と事件』河出書房新

社. ) 

Derrida， ]acques， 1991， L'autrθCap: Suivi de 

La Democratie Ajournee， Paris: Edi tions de 

Minuit. (=1993，高橋哲哉・鵜飼哲訳『他の

抑Jみすず書房. ) 

一一一一， 1992， “Force of Law: The Mystical 

Foundation of Authority，" Cornell， 

Druci 11a， Miche 1 Rosenfe ld and Dav id G. 

Carlson eds.， Dθco刀struction and the 

Possibi1 ity of JusticθNew York and 

London: Routledge， 3-67. 

一一一一一， 1994， Po1itiquθs d，θ 1'amitie: 

Suivi dθL'orei11θdθHθidθggθr， Paris: 

Galilee. (= 2003，鵜飼哲ほか訳『友愛のポ

リティックス 1 ・ 2~ みすず書房. ) 

一一一一， 1997， DθL'hospita1ite， Paris ・

Calmann-Levy. (= 1999，鹿瀬浩司訳『歓待に

ついて』産業図書. ) 

一一一一 and ]ohn D. Caputo， 1997， 

Pθconstruc tion in a Nutshθ11， New York 

Fordham Uni versi ty Press. (= 2004，高橋透

ほか訳『デリダとの対話』法政大学出版局.) 

Foucaul t， Michel， 1975， Survei11θrθt punir: 

Naissance de 1a prison， Paris: Gall imard. 

(ご 1977，出村倣訳『監獄の誕生』新潮社. ) 

[文献] 花崎皐平， 2001， W増補アイデンティティと共

Arendt， Hannah， 1958， ThθHuman Condi ti on， 生の哲学』平凡社.

Chicago and London: The University of Hardt， Michael and Antonio Negri， 2000， 

Chicago Press. (= 1994，志水速雄訳『人間 Empire， Cambridge and London: Harvard 

能性がある。分析においてはそれを刻挟するこ

とが求められることになる。

[注記]

1) マルクス/エンゲ、/レス ([1845-1846J

2002: 71)より引用。強調は原文のまま。

2) 国際教育開発それ自体の理論的検討は橋

本 (2007) で行なわれている。

3) ESD 自体の概要は、 UNESCO(2007)および

Wade and Parker (2008)を参照。

4) この点については、上野千鶴子の f複合

差別論Jも参照されたい(上野 1996)。

5) 哲学を中心とした共生の語られ方につい

ては、 J11本経史による包括的なレヴューを

参照されたい(jll本 2008)。

6) 論理的批判の内容は橋本 (2009) で部分

的に素描されている。

7) 東の「環境管理型権力Jは、 ドウノレーズ

の f管理社会j とともに、アメリカの憲法

学者ローレンス・レッシグの提唱した権力

概念「アーキテクチヤj が踏まえられてい

る。 Lessig(1999)を併せて参照されたい。

8) ここでの他者概念はフランスの哲学者エ

マニュエノレ・レヴィナスのそれが踏まえら

れている (Levinas1961=2005-2006)。

本稿は、筑波大学大学院人間総合科学研究科

2009年度開設授業 f共生社会学演習」ならびに

2009年 7月4日・ 5日に筑波大学大学院人文社

会科学研究科インターファカルティ教脊研究イ

ニシアティヴ(IFERI)と筑波大学共生教育社会

学研究室の共催で関かれたセミナー《共生をめ

ぐる問題系の確認と展開》への筆者の参加をき

っかけに、また、それらの場での議論に触発さ

れて書かれている。ここに双方の企画者・参加

者の方々に謝意を添えたい。

の条件』筑摩書房. ) Uni versi ty Press. (二 2003，水嶋一憲ほか訳

丹
、

u
q
J
 



『く帝国>~以文社. ) 

橋本憲幸， 2007， r開発途上国への教育援助の正

当化と制限原理一一くわれわれ>は<彼/彼

女ら〉を教育できるかJW教育学研究』

74(3) :348-59. 

一一一一， 2009， r共生の論じ方一一概念規定に

ついての哲学的分析JW共生をめぐる問題系の

確認と展開~ 33-8. 

井上達夫， 1986， W共生の作法』倉IJ文社.

一一一一， 1998， r共生j居者松渉ほか編『岩波哲

学・思想事典J岩波警j苫， 343-4. 

一一一一一・名和田是彦・桂木隆夫， 1992， W共生

への冒険J毎日新聞社.

) 1I本隆史， 2008， W双警哲学塾共生からJ岩波

北村友人， 2009， r開発途上国の教育政策に対す

る国際機関の影響JW比較教育学研究j39 

91-106. 

栗原彬， 1997， r共生ということ J同編『講座差

)5IJの社会学 4 共生の方へ』弘文堂， 11-27. 

一一一一， 2006， r共生J大庭健ほか編『現代倫

理学事典』弘文堂， 183-5. 

Less ig， Lawrence， 1999， Code: And Other Laws 

of Cybθ'rspace， New York: Basic Books. 

Levinas， Emmanuel， 1961， Totaliteθt infini: 

Essai sur l'θxteriorite， La Haye: M. 

Ni jhoff (~2005-2006，熊野純彦訳『全体性

と無線上・下J岩波書!苫.) 

マルクス，カーノレ/フリードリヒ・エンゲノレス，

[1845-1846J 2002， W新編輯版ドイツ・イデ

オロギ-~藤松渉編訳，小林昌人補訳，岩波

書J苫.

Mouffe， Chantal ed.， 1996， D，θconstruction 

and Pragma tism， London and New York: 

Routledge. (= 2002，青木隆嘉訳『脱構築と

プラグマテイズム』法政大学出版局. ) 

永田佳之， 2009， rポスト・ネオリベラルな時代

の教育の行方一一『サスティナピリティJを

手がかりにJW比較教育学研究~ 39: 74-90. 

野口靖彦， 2003， r都市共生社会学のすすめJ野

口・柏木宏編『共生社会の創造と NPO~ 明石

番j苫， 17-45. 

一一一一・島和博・鍋島祥郎・矢野裕俊・弘田

洋二・古久保さくら， 2003， r座談会一一共生

社会とは何か、共生社会研究とは何をするこ

となのかJ野口晴彦・柏木宏編『共生社会の

創造と NPO~ 明石書活， 47-142. 

岡本智局， 2009， r歴史教科書問題とその『克服』

にみる<ナショナルヒストリー〉の桂橋JWり

スク社会化環境における共生社会論~ 12-36. 

岡本裕一朗， 2005， Wポストモダンの思想的根拠

一-9・11と管理社会』ナカニシヤ出版.

大屋雄裕， 2007， W自由とは何か一一監視社会と

「鱒人」の消滅J筑摩書房ー

葉子藤純一， 2000， W公共性J岩波書J;S.

斎藤慶典， 2006， Wデリダーーなぜ「脱-構築j

は正義なのか』日本放送協会出販.

Sunstein， Cass R. and Richard H. Thaler， 2003， 

“Libertarian Paternalism is not an 

Oxymoron，" Theω71・versityof Chicago Law 

fθγiθw， 70(4): 1159-202. 

高橋哲哉， 1998， Wデリダ一一脱構築』講談社.

上野千鶴子， 1996， r複合差別論j井上俊ほか編

『岩波講座現代社会学 15差別と共生の社

会学』岩波書庖， 203-32. 

UNESCO， 1996， Lear.刀ing: 1，ウθ Treasures

Within. 

一一一一一 2007. The UN Decade for Education 

for Sustainable Dθvelopmθnt 印'iJSD

2005-2014). 

一一一一， 2010， Education for Sustainable 

Development (ESD) ， (http://www.unesco.org 

/en/esd/ February 27， 2010) 

Wade， Ros and ]enneth Parker， 2008， EFA-ESD 

Dialogue: Education for a Sustainablθ 

Iforld， Paris: UNESCO. 

山下範久編， 2006， W帝国論』講談社.

d
斗
A

円
、

υ



A Concept of Living Together: 

Philo8ophical and Theoretical Re-formation 

Noriyuki HA8HIMOTO 

The purpose of this paper is to intrinsically criticize earlier-presented concept of 

living together， and philosophically and theoretically re-form it in another way. 

This paper is uomposed of three parts. The first part reviews some concepts of living 

together set up by previous studies mainly in sociology and philosophy. Although a 

concept of living together is defined variously， one principle is found: Not to affirm a 

present situation unconditionally. Both sociological and philosophical studies， therefore， 

figure out a concept of living together as a process or an activity to actualize a teleological 

value. However， not philosophical， but sociological studies do not explain and justify the 

teleological value itself in their theories. This sociologically theorized concept formation 

brings on some problems for the principles of living together. 

The second part criticizes such concept of living together from two angles: logically 

and contextually. On the one hand， logical analysis clearly articulates that a concept of 

process has to set a teleological value unavoidably. 80 although sociological theories try to 

constitute a concept of living together as a process without a teleological value， a 

teleological value has to be set by a logical imperative. On the other， contextual analysis 

introduce a concept of architecture from one of the theories of power and a thought of 

libertarian paternalism into the living together discourse. Architecture of libertarian 

paternalism does not focuson and function to people but does its context where people exist. 

And these power metamorphoses people's action preliminarily and arbitrarily. Hence， if a 

concept of living together excludes a teleological value and only defines it as a process， 

living together as a real action might be framed by architecture sustained by libertarian 

paternalism contrary to the principle of living together. 

Accordingly， the third part raises a new philosophical and theoretical 

conceptualization of living together via the conceptualization ways of Jacques Derrida's 

democracy and Hannah Arendt's public space: A concept of living together is the other and 

it cannot be defined in a comprehensive way. Living together is always forthcoming. 
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